
あなたの事業に

を活用しませんか？

市内店舗での消費や地域循環の拡大を目的として実施しているデジタル地域ポイント
「マチカネポイント」が、民間事業者からも付与できるようになりました。
集客のきっかけとして、また約8万人がダウンロードしているアプリを通じた情報発信
による市民へのPR策としてぜひご活用ください。

マチカネポイントとは？
市内加盟店舗で1ポイント1円として利用できる豊
中市独自のデジタル地域ポイントです。

加盟店登録も随時受付中！
詳しくはこちら⇒

費用負担はポイント付与実績分のみ（1ポイント1円）
プラットフォーム利用料、手数料負担なく導入できます。

〇商品購入者への景品として 〇従業員への福利厚生として
〇商品モニターへの謝礼として 〇キャンペーンの景品として
〇イベントなどへの参加者、来場者への景品として など

自由にマチカネポイント付与を活用した企画が可能です

ポイント付与用
２次元コード（イメージ）
利用者がアプリで読み取ること
でポイントが付与されます

活用例

お問合せ先 豊中市都市活力部産業振興課

電話：06-6858-2188 メール：sangyoushinkou@city.toyonaka.osaka.jp

豊中市 付与事業者

①利用申込

アプリ
利用者

③ポイント付与
※2

②決定通知・2次元コード提供

④ポイント付与分の精算※1

※1 付与したポイント1ポイントにつき1円
を市から請求します。

※2 アプリ利用者にポイント付与用2次元
コードを提示し、アプリで読み取っても
らうことでポイントを付与できます。

申込から精算までの流れ

【詳細や申込様式は市ホームページをご覧ください。】
マチカネポイント付与事業例も掲載しています⇒


